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山中理司様

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の写しの送付について

下記の事件については，令和4年7月14日に答申をしたので，情報公

開・個人情報保護審査会設置法第16条の規定に基づき，答申書の写しを送

付します。

記

諮問番号：令和4年（行情）諮問第132号

事件名：特定書籍の執筆に関して提供した特定罪名に関する公判請求の

状況が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件
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検事総長殿

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の交付について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定に基づ

く下記の諮問について，別添のとおり，答申書を交付します（令和4年度

（行情）答申第145号） 。

記

諮問番号：令和4年（行情）諮問第132号

事件名：特定書籍の執筆に関して提供した特定罪名に関する公判請求の

状況が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件



検事総長

令和4年2月3日 （令和4年（行情）諮問第132号）

令和4年7月14日 （令和4年度（行情）答申第145号）

特定書籍の執筆に関して提供した特定罪名に関する公判請求の状況が

分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件

諮問庁

諮問日

答申日

事件名

答申書

第1 審査会の結論

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」 という。 ）につき， これを保

有していないとして不開示とした決定は，妥当である。

第2審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」 という。 ） 3

条の規定に基づく開示請求に対し，令和3年10月12日付け東地企第3

39号により東京地方検察庁検事正（以下「処分庁」 という。 ）が行った

不開示決定（以下「原処分」という。 ）を取り消すとの決定を求める。

2審査請求の理由

審査請求の理由は，審査請求書によると，おおむね以下のとおりである。

（添付資料は省略する。 ）

特定書籍588頁に「筆者は，痴漢に関する裁判の実態を明らかにすべ

く，平成28年1月1日から同年12月末までの間，東京地検によって東

京地裁に公判請求された本条例違反のうちで，盗撮などを除いた電車等の

公共交通機関内等の痴漢事件に関し，そのほぼ全てである77件を抽出し，

公判での否認の内容，争点及び事実認定の各問題点について個別具体的に

検討し，近時における痴漢事件の捜査・公判上の問題点を洗い出して検討

することとした。 」 と記載されているところ， このような研究を元最高検

察庁刑事部特定役職が行えたことからすれば，本件対象文書は存在すると

いえる。

第3諮問庁の説明の要旨

1 開示請求の内容及び処分庁の決定

（1）開示請求の内容

本件開示請求は，本件対象文書を対象としたものである。

（2）処分庁の決定

処分庁は，本件開示請求に対し，対象となる行政文書を作成又は取得

しておらず保有していないとして，原処分を行ったものである。

2諮問庁の判断及び理由
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（1）諮問の要旨

審査請求人は， 当該書籍の内容を引用した上で， このような研究を元

最高検察庁職員が行えたことからすれば，本件対象文書が存在するとい

えるとして，本件不開示決定を取り消すとの決定を求めているところ，

諮問庁においては，原処分を維持することが妥当であると認めたので，

以下のとおり理由を述べる。

（2）対象文書の探索について

ア原処分時の探索について

処分庁において，本件開示請求を受けて，総務部及び捜査・公判担

当部門において保存・管理する行政文書に対して，対象となる文書の

探索を行ったが発見されなかったものであり，処分庁において，開示

請求時点で保有していなかったものと認められる。

イ対象文書の再探索について

処分庁において，審査請求を受けて，改めて対象文書の再探索を行

ったものの，該当する行政文書の存在を確認することはできなかった。

ウ探索範囲の妥当性について

処分庁は，担当部署内の事務室，書庫，パソコン上の共有フォルダ

等を探索したものであり，探索の範囲としては妥当である。

（3）本件対象文書に係る文書の存否について

審査請求人が提示する書籍において，審査請求書に記載された記述が

あることは確認できるものの，著者がどのような方法で情報を入手し本

件書籍を執筆したかは処分庁としては把握しておらず，著者が最高検察

庁を退職してから2年以上経過している令和3年○月に出版されたもの

であることから，その情報の入手経路は不明であり，上記（2）の探索

結果を踏まえれば，本件対象文書に該当する文書を作成又は取得してい

ないとして不開示とした原処分は妥当である。

3 結論

以上のとおり，本件開示請求の対象となる文書をいずれも作成又は取得

しておらず，保有していないとして不開示とした原処分は，妥当である。

第4調査審議の経過

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

①令和4年2月3日 諮問の受理

②同日 諮問庁から理由説明書を収受

③同年6月10日 審議

④同年7月8日 審議

第5審査会の判断の理由

1 本件開示請求について ′

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，
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これを作成又は取得しておらず，保有していないとして不開示とする原処

分を行った。

これに対し，審査請求人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問

庁は，原処分は妥当であるとしていることから，以下，本件対象文書の保

有の有無について検討する。

2本件対象文書の保有の有無について

（1）諮問庁の説明

上記第3のとおり。

（2）本件対象文書の保有の有無について， 当審査会事務局職員をして諮問

庁に更に確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり補足して説明する。

上記第3の2 （2）のとおり，本件開示請求及び審査請求を受けて，

開示請求書記載の情報を提供する可能性がある総務部及び捜査・公判部

門において，対象となる文書を探索及び再探索したが発見に至らなかっ

たものである。

なお，審査請求人の主張する文書については，機密情報に該当する捜

査情報であって，一般に外部に提供するものではない。

また，捜査情報は，保有個人情報を含むところ，一般に，検察庁の職

員が退職者を含む外部の者に保有個人情報を提供する場合には，東京地

方検察庁保有個人情報等保護管理規程に基づき，保護管理者の許可を得

るとともに，提供の相手方と，提供先における利用目的，利用する業務

の根拠法令，利用する記録範囲及び記録項目，利用形態等について書面

を取り交わすこととなっており， これらの文書が存在すれば，行政文書

として3年間保存されることから，念のため， この観点からも東京地方

検察庁内を探索したが， 当該著者との関係で作成された文書は発見され

なかった。

（3）上記（2）の諮問庁の説明に,特段不自然，不合理な点は認められな

い。

また，審査請求人において，本件対象文書の存在について，具体的な

根拠を示しているわけではなく，処分庁において本件対象文書を保有し

ていることをうかがわせる事情も認められない。

（4）上記第3の2 （2）及び上記（2）の探索の範囲等について，特段の

問題があるとは認められない。

（5）以上によれば，東京地方検察庁において，本件対象文書を保有してい

るとは認められない。

3本件不開示決定の妥当性について

以上のことから，本件対象文書につき， これを保有していないとして不

開示とした決定については，東京地方検察庁において本件対象文書を保有

しているとは認められず，妥当であると判断した。
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別紙（本件対象文書）

「特定書籍」 （著者は特定個人元最高検察庁刑事部検事。令和3年○月に

特定法人から出版された書籍）の執筆に関して東京地検が提供した，東京都

迷惑防止条例違反に関する平成28年中の公判請求の状況が分かる文書（同

書588頁ないし651頁参照）
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